
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1 特記仕様書1-1-4　現地踏査

本業務の現地踏査を実施するにあたり、特記仕様書に現地踏査につい
て、記載がありません。作業量として、附帯工設計4か所（詳細図：道
路復旧、護岸復旧、協議用資料作成の箇所による）程度考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

現地踏査については特記仕様書２－１に示すとおり、共通仕様書５－３
－３を適用するものとお考えください。
なお、踏査日数は附帯工設計４箇所程度と想定しています。

2 特記仕様書2-3　協議用図面作成
本業務の協議用資料作成を実施するにあたり、特記仕様書2-3-1，2-3-2
に記載されています内容は調査等積算基準の設計協議説明図作成（普
通）と同程度と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

そのとおり考えています。
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質問書に対する回答

　件名）首都圏中央連絡自動車道　牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間工事発注用図面作成業務


